
加
賀
藩
御
定
書
巻
七

之
と
い
ふ
と
も
、
自
今
以
後
は
肝
煎
方
鐙
寄
付
可
出
之
。
但
、
肝
煎

手
前
之
儀
申
上

k
b
い
て
は
、
町
奉
行
迄
番
付
可
出
之
。
町
奉
行
手

前
之
事
訴
に
沿
い
て
は
、
大
目
付
迄
書
付
可
出
之
。
右
之
役
人
差
置
、

直
に
訴
欽
等
上
之
に
沿
い
て
は
、
不
及
理
非
念
度
可
被
行
曲
言
凶
目
、

所
被
仰
出
也
。

寛
文
十
年
成
八
月
廿
八
日

一
三
切
支
丹
・
万
脇
指
及
髪
者
之
儀

御
定

一
、
吉
利
支
丹
宗
門
之
俄
、
此
跡
よ
り
如
被
仰
出
、
是
以
後
頭
相
改
、

不
審
成
宗
旨
之
も
の
候
は
官
、
念
度
可
申
上
事
。

一
、
上
下
共
刀
、
柄
・
鞠
か
け
て
三
尺
五
寸
、
脇
指
二
尺
五
寸
よ
り
長

を
さ
し
申
問
敷
候
。
附
り
、
朱
鞘
・
か
い
ら
ぎ
鞘
・
大
鍔
・
角
鍔
、
共

外
か
ぶ
き
た
る
捺
仕
問
敷
事
。

一
、
犬
撫
付
・
大
す
り
さ
げ
・
下
ひ
げ
・
ほ
う
ひ
げ
御
停
止
之
事
。

亥
正
月
朔
日

一
四
江
戸
ね
鍛
地
遺
候
儀
鰯

1 

じ
〈
承
知
い
た
す
ぺ
き
事
。

一
、
諸
町
人
抑
不
審
や
う
に
、
常
々
可
加
制
調
、
完
封
奉
公
人
不
可

致
綬
怠
事
。

一
、
同
無
菟
許
も
の
、
金
〈
乗
興
す
べ
か
ら
宇
。
歳
六
拾
以
上
井
病

入
者
、
繭
奉
行
開
局
、
飽
乗
物
可
許
之
事
。

一
、
町
並
之
屋
作
り
は
、
身
代
相
臆
に
家
作
い
た
す
べ
し
。
裏
屋
・
・
座

敷
以
下
は
身
代
宜
も
の
た
り
と
も
、
父
母
・
妻
子
等
以
足
指
置
之
限

と
す
ペ
し
。
夏
以
結
構
を
成
べ
か
ら
宇
。
但
、
放
人
之
宿
致
す
も
の

は
各
別
た
る
ペ
し
。
是
叉
無
益
之
美
麗
停
止
た
る
べ
き
事
。

附
、
家
作
を
い
と
な
む
者
有
之
時
は
、
足
軽
等
指
遣
し
可
見
届
之
。

渚
過
分
之
族
は
、
念
度
可
致
雪
上
事
。

一
、
町
人
等
侍
と
合
幹
せ
し
め
、
不
可
質
買
事
。

一
、
先
年
よ
り
停
止
之
僚
々
、
捕
以
可
令
堅
守
之
。
若
令
違
犯
者
召

預
之
、
す
み
や
か
に
可
致
言
上
、
於
油
断
は
可
第
越
度
事
。

一
、
緒
本
人
其
外
他
聞
之
商
人
等
、
み
だ
り
に
宿
を
貸
べ
か
ら
宇
。

宜
守
先
規
之
皆
、
且
雨
奉
行
b
建
之
、
可
受
差
因
。
是
叉
違
背
之
族

は
可
鑓
曲
官
事
。

附
、
放
人
一
宿
之
俄
は
各
別
也
。
但
、
有
不
審
之
族
は
即
刻
雨
奉

.
加
賀
器
御
定
書
巻
七

一
八
四

一
、
江
戸
b
織
地
逝
候
事
、
自
先
規
公
儀
御
制
禁
候
。
若
江
戸
衆
よ

り
町
方
b
被
競
候
者
、
其
様
子
承
局
、
寄
合
中
b
被
申
断
可
被
受
指

闘
。
密
々
に
一
凋
織
地
海
陸
共
於
遺
者
、
念
度
可
被
行
曲
言
候
。
此
趣

可
守
之
由
被
仰
出
候
僚
、
町
中
b
可
被
相
燭
候
。
以
上
。

成
八
月
晦
日

一
五
町
奉
行
心
得
等
御
傍
目

一
、
町
奉
行
た
る
も
の
は
、
廉
直
を
い
た
す
べ
し
。
若
以
最
民
普
惑

を
混
ぜ
ぽ
、
甚
以
可
錆
越
度
事
。

附
、
定
之
外
賄
賂
を
受
べ
か
ら
宇
。
都
而
以
私
之
利
潤
不
可
致
親

疎
事
。

一
、
奥
カ
・
同
心
之
者
共
、
是
文
定
之
外
微
少
之
物
た
り
と
い
ふ
と

も
、
一
切
受
用
す
べ
か
ら
宇
。
高
事
裁
鼠
を
存
ぜ
宇
、
順
路
に
沙
汰

致
す
べ
き
事
。

一
、
支
配
之
侍
共
、
不
覚
悟
之
族
有
之
ぽ
、
厳
密
に
異
見
を
加
ペ
し
。

爾
三
度
に
ゐ
よ
び
制
止
之
と
い
へ
ど
も
、
於
無
承
引
は
可
致
言
上
之
。

令
猶
輸
席
者
可
需
越
度
事
。

附
、
此
翠
之
内
今
春
及
類
焼
者
、
諸
組
頭
h
相
合
紙
面
之
趣
、
同

j
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行
迄
可
及
断
事
。

一
、
生
類
を
あ
は
れ
む
事
、
公
儀
よ
り
被
仰
出
之
通
竪
相
守
ペ
し
。

高
一
不
仁
之
族
者
可
震
罪
科
事
。

附
、
捨
子
を
致
す
べ
か
ら
宇
。
若
貧
窮
に
し
て
難
途
養
育
者
は
、

親
類
又
は
組
之
者
h
相
断
可
致
相
談
事
。

一
、
忠
孝
之
儀
と
り
わ
け
被
仰
出
之
上
は
、
猫
更
心
懸
之
、
不
可
有
非

道
之
振
廻
。
専
立
此
志
、
行
跡
掲
震
た
る
も
の
は
、
可
致
言
上
之
事
。

右
保
々
可
令
承
知
之
。
此
保
高
治
二
年
所
定
元
鮮
也
。
図
而
附
之
。

可
並
守
之
者
也
。

午
六
月
廿
六
日

一
六
銀
座
御
定

定

一
、
金
銀
之
位
入
念
相
改
之
、
封
を
附
可
申
事
。

一
、
丁
銀
・
大
豆
板
銀
等
之
島
れ
丁
銀
は
可
指
除
之
。
古
銀
は
無
榔

包
申
ぺ
き
事
。

一
、
丁
銀
之
封
以
白
紙
糊
付
に
い
た

L
、
銀
百
闘
を
眼
包
申
ぺ
き
事
。

一
、
封
か
け
込
之
儀
、
五
拾
目
以
上
は
二
分
、
五
拾
目
以
下
は
-
分

一
八
五




